






 

 

● マニュアル策定の趣旨 

 東日本大震災（H23.3）や熊本地震（H28.4）では、多数の被災者向け住宅が必要となりまし

た。本県においても、平成 25 年 7 月には萩市北部を中心とした大雨災害が発生し、応急仮設

住宅建設を行うなど、被災者に対する住宅提供が必要となりました。災害時の対応については、

「平常時から準備していたこと以上の対応はできない」と言われています。 

 そのため、「県地域防災計画」を補完（※）する当マニュアルを策定することで、災害時の各

担当部署の役割を明確にし、被災者向け住宅の迅速かつ円滑な提供が行えるようにします。 

 

県地域防災計画   

[本編] 

 
第 2 編第 7 章第 4 節 

第 3 編第 12 章 

（第 4 編第 2 章第 1 節） 
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[震災対策編] 

 
第 1 編第 4 章 

第 2 編第 9 章第 4 節 

第 3 編第 11 章第 1・3 節 

（第 4 編第 2 章第 1 節） 

 

 

 
※：上表の「県地域防災計画」の欄に記載した部分（公営住宅等の一時使用応急仮設住宅の供与に関す

る部分）の具体的作業等を記載したもの。 

  なお、本県単独での対応が困難な大規模災害については、「山口県災害時広域受援計画」（広域応援

要請等）及び「山口県業務継続計画」（業務開始目標時間）も踏まえて対応する。 

 
 

住宅に関する応急業務としては、「被災した住宅の応急修理」、「応急仮設住宅の供与」の

他、「生活相談（住宅相談）」があり、それぞれの担当部署は以下のとおり。 

 
【地域防災計画における住宅に関する応急業務と担当部署】 

 主な業務内容 担当部署  

既存公営

住宅等 

県営住宅の提供 県住宅課 当
該
マ
ニ
ュ

ア
ル 

市町営住宅の提供 市町（住宅部局） 

応急仮設

住宅 

賃貸型応急仮設住宅の供与 県（厚政課・住宅課）・市町（住宅部局） 

建設型応急仮設住宅の供与 県（厚政課・住宅課）・市町 

応急修理 

民間住宅の応急修理 市町（住宅部局）、県（厚政課・住宅課）  

県営住宅の応急修理 県住宅課  

市町営住宅の応急修理 市町（住宅部局）  

住宅相談 
災害復興住宅融資制度 県住宅課  

修理・建替え等 市町（住宅部局）・（県住宅課）  
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（１）被災後の住まいと恒久的な住宅確保までの考え方 

災害により住家が滅失した被災者は、応急的に避難所に収容されるが、避難所は被災直後の混乱

時に避難しなければならない者を一時的に収容するものであり、その期間は限定される。（県地域防

災計画 本編 第 3 編第 12 章） 

このため、公営住宅等や応急仮設住宅の供与、被災住宅の応急修理等を行う。 

 

【被災後の住まいと恒久的な住宅確保までのフローと当該マニュアルの関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「被災者の住まいの確保に関する取組事例集」（令和 3 年 5月内閣府（防災担当））より引用・一部加工） 

 

（２）公営住宅等の確保（県地域防災計画 本編 第 3編第 12章） 

〇災害により住家が滅失した被災者の一時的な居住の安定を図るため、県及び市町は、積極的に県営

住宅、市町営住宅の確保に努める。 

〇公営住宅の確保にあたっては、中国・四国・九州各県相互応援協定等に基づき、隣接県等に対して

も、住宅の確保、提供を要請する。 

〇独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）が所管する公的住宅及び企業の社宅等の提供についても

要請する。 

 

第１章 応急仮設住宅の供給において前提とすべき事項 

 １ 応急仮設住宅の供給の考え方   

(ホテル、

旅館） 

公的賃貸住宅等への 
入居（一般的な入居等から

の契約切り替えを含む） 
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（３）応急仮設住宅の供与（県地域防災計画 本編 第 3編第 12章） 

〇公営住宅等の提供では不足する場合には、自己の資力では居住する住家を確保できない被災者に対

して、知事（委任を受けた市町長）は、救助法の規定に基づき、建設による応急仮設住宅（以下「建

設型応急住宅」という。）又は民間賃貸住宅等の借り上げによる応急仮設住宅(以下「賃貸型応急住

宅」という。)を供与する。 

【建設型応急住宅】 

・建設方法は、県災害救助部救助総務班と土木建築対策部住宅班が協議して定める。 

【賃貸型応急住宅】 

・被災状況等によっては、民間住宅を救助法の仮設住宅として供与する必要も生じることから、

民間住宅の確保に努める。 

 

参考（H24年 5月国土交通省住宅局住宅生産課「応急仮設住宅建設必携 中間とりまとめ」） 

【応急仮設住宅の建設において前提とすべき事項】 

 ・被災者が希望する場合は民間賃貸住宅の借り上げ、自宅の応急修理を優先。 

 ・応急仮設住宅を供給する場合は、建設仮設にこだわることなく、借上仮設を有効に活用すべ

き。  

・応急仮設住宅は早期解消すべき。長期利用が想定される場合は高齢者等、団地計画、行政サービ

ス等に配慮。 

・供与主体は被災都道府県が原則。被災市町村の能力等を勘案して業務を委任。  

・大規模災害においては、建設期間は最長 6ヶ月で必要戸数を建設することを目安とし、その間

の避難者の生活環境改善、建設状況の情報提供が必要 
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（１）応急仮設住宅とは 

 応急仮設住宅は、「住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力で

は住家を得ることができないもの」等に対して供与するものであり、災害救助法に基づく救助の種

類の一つ。（平成 25年 10月 1日 内閣府告示第 228 号「災害救助法による救助の程度、方法及び期

間並びに実費弁償の基準」（以下、告示という。）第一章第二条 二） 
 

【応急仮設住宅の種類】 
 建設型 賃貸型 

供与（建設） 県が建設 

（県の直接建設が困難な場合、市町長に委任） 

県が民間賃貸住宅の所有者と定期建物賃貸借契約

を締結した上で供与 

維持管理等 市町が公営住宅に準じて維持管理（県が市町に委託） 県が入居契約等転貸借に関する事務を市町に委任 

供与期間 完成日から２年以内（下図参照） 借上げの日から２年以内 

 

（２）建設型応急住宅の建設～解体まで 

１ 建設場所の選定 

あらかじめ市町が選定した建設候補地から建設地を決定（候補地で不足する場合には、市町が

公有地等を優先して建設敷地を決定する。）  
 

２ 建設方法 

原則、県が建築業者に請負わせて建設（（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事業協会） 

 

３ 建設基準 

(1) 延べ床面積 ２９．７㎡/戸を基準とし、世帯構成人員等を考慮して増減は可能  

(2)１戸建、長屋建、共同住宅のいずれか適当な建て方。入居予定者の状況により、高齢者、障

害者向け仕様に配慮  

(3) 同一敷地内又は隣接する地域内に概ね５０戸以上設置の場合は、居住者の集会所を設置  

(4) 高齢者、障害者等を数人以上収容する福祉仮設住宅を設置することは可能 
 

４ 設計図書 

入居予定者の状況により、県が決定 
 

５ 建設期間・供用期間・解体 

・原則、 災害発生日から２０日以内に着工 

・２０日以内の着工困難な場合は、内閣総理大臣と着工延長の協議  

・供用期間は、災害救助法施行細則の別記一の２（６）により 2年以内。（下図参照 ※） 
 

※：著しく異常かつ激甚な非常災害を対象とする「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため

の特別措置に関する法律第７条」を適用することによりすることにより、さらに１年ごとに特定行政

庁の許可を受けることで延長可能 

 

 

 

 

第１章 応急仮設住宅の供給において前提とすべき事項 

 ２ 応急仮設住宅の概要   

発災 

仮設住宅の建設工事 
供用 

完了 着工 

解体・復旧 

※供与期間は 2年以内 

2 年以内  １年以内 １年以内 
20 日以内 

特定行政庁の許可（建築基準法の手続き） 

３カ月以内 
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平成 26年(2014年)5月策定 

平成 26年 8月一部改正 

平成 29年 5月一部改正 

平成 31年 3月一部改正 

令和 2年 3月一部改正 

令和 3年 3月一部改正 

令和 4年 4月一部改正 

令和 5年 4月一部改正 

令和 6年 4月一部改正 

令和 7年 4月一部改正 

令和 8年 4月一部改正 

山口県（土木建築部住宅課・健康福祉部厚政課） 

〒753-8501 山口市滝町１番１号 

住宅課 TEL:083-933-3874 

厚政課 TEL:083-933-2710 


